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第五次箕面市総合計画第五次箕面市総合計画第五次箕面市総合計画第五次箕面市総合計画（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

１．総合計画の位置づけ・目的 

第五次箕面市総合計画は、箕面市のまちづくりの将来像やめざすまちの姿、

それを実現するための基本方向などを明らかにしたものであり、2011 年（平

成 23 年）３月に策定された。 

第五次箕面市総合計画は、「基本構想」と「基本計画」の２部構成となって

おり、基本構想の計画期間は、2011 年度（平成 23 年度）から 2020 年度（平

成 32 年度）までの 10 年間とし、基本計画は、５年ずつ前期と後期に分けて

策定されている。 

 

図 計画の期間 

 

２．基本構想について 

基本構想は、すべての市民が共有する箕面市の将来都市像を定め、これを

実現するためにめざすまちの姿と基本方向を示すもので、総合的かつ計画的

なまちづくりの指針となるものである。  

 

（１）総合計画策定の背景 

時代の潮流とまちづくりの課題として、以下の７点が挙げられている。 

①成熟社会の生活不安 

②労働格差と労働人口の減少 

③地球環境問題の深刻化 

④少子高齢化と人口減少 

⑤価値観の多様化と地域社会文化 

⑥地方分権の進展と地域経営 

⑦財政状況の深刻化と経営改革 
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これらを踏まえた、まちづくりの基本となる考え方として、「自助・共助・公助

の役割分担」と「箕面の魅力アップ」の２点が挙げられている。 

 

図 まちづくりの基本となる考え方 

 

（２）将来都市構想 

めざすべき将来都市像を『ひとが元気 まちが元気 やまが元気 ～みんなでつく

る「箕面のあした」～ 』と設定し、いきいきとした発展を遂げていく今後 10 年

間の箕面の姿などが提示されている。 
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図 将来都市像及び都市イメージ 



 

 4 

（３）めざすまちの姿と基本方向 

めざすべき将来都市像を実現するため、以下の５つのまちの姿の実現をめざす。

また、これらのまちの姿を実現するために、19 の基本方向を定めている。 

 

①安全・安心でみんながいきいき暮らすまち  

②子どもも大人も育つまち  

③環境共生さきがけのまち  

④「箕面らしさ」を生かすまち  

⑤誰もが公共を担い、みんなでつくるまち 

 

図 めざすまちの姿 
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図 ③「環境共生さきがけのまち」のめざすまちの姿と基本方向 

 

（４）基本構想実現のために 

めざすまちの姿を実現するためには、この基本構想を市民と行政が共有し、本

市の基本理念を示した箕面市まちづくり理念条例や箕面市市民参加条例などの趣

旨に沿って、市民主体のまちづくりに取り組むことが求められる。 

そこで、基本構想の全編を貫く視点として、「参画と協働のまちづくり」と「新

たな地域経営によるまちづくり」に関する方針が定められている。 

 

３．前期基本計画について 

基本計画は、めざすべき将来都市像である「ひとが元気 まちが元気 やま

が元気～みんなでつくる『箕面のあした』～」を実現するために、基本構想

で設定した、めざすまちの姿と基本方向に沿って、必要な政策・施策を総合

的・体系的に示すものである。  

前期基本計画期間は、基本構想の最終目標年度である 2020 年度（平成 32

年度）に到達すべき目標を定めた上で、2011 年度（平成 23 年度）から 2015

年度（平成 27 年度）までの５年間としている。 
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（１）基本計画の基礎条件 

都市の基本的な構造を示す都市構造と、その都市構造を具体化し長期的にめざ

すべき土地利用の姿である土地利用構想については、下図に示すとおりである。 

 

＜適切な土地利用の基本的な考え方＞ 

 

 

図 都市構造のイメージ 
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＜望ましい土地利用のあり方＞ 

 

 

図 土地利用構想のイメージ 
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（２）計画の体系と実現方策 

 

 

基本構想を実現するための「参画※と協働のまちづくり」と「新たな地域経営

によるまちづくり」に関する２つの方針は、今後箕面市が持続可能な発展を続け、

将来都市像を実現するために欠かせない要素である。この２つの方針を具体化し、

計画に基づいたまちづくりを進めるため、以下の６つの取組を実施する。 

 

①情報提供・情報共有の推進 

②協働（パートナーシップ）によるまちづくりの推進 

③行財政改革の推進  

④柔軟な組織体制と人材の育成 

⑤広域連携などの強化・推進 

⑥成果指標の評価・検証 
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（３）分野別計画 

５つのまちの姿を実現するための取組を 19 の基本方向ごとに示している。基本

方向ごとに、「基本方針」や「各主体の主な役割」、「成果指標」の主役度などを記

述している。 

 

 

図 「環境共生さきがけのまち」のうち、「（３）人と環境にやさしい交通体系」に係る計画 


